
郡山市私立幼稚園・認定こども園連合会

日時：2022年7月22日（金） 15：30～
場所：郡山市役所庁議室及びオンライン配信

市長からの提案「郡山市の子育て施策について」



◎児童憲章
制定日：昭和26年5月5日
制定者：児童憲章制定会議（内閣総理大臣により招集。国民各層・各界の代表で構成。）

われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

児童は、人として尊ばれる。

児童は、社会の一員として重んぜられる。

児童は、よい環境の中で育てられる。

一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられない
ように、十分に保護される。

九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。
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人口動態調査（厚生労働省）より

出生数が80万人を
切るおそれ！

●全国的に進む少子化

①保育・幼児教育ビジョンについて

2



●少子化が進行する郡山市

2021年7月１日現在の年齢別（0～18歳）人口
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年齢別施設利用状況

認可保育施設 認可外保育施設 幼稚園 在宅

2,237
2,479

2,530 2,643

5,373人

36.2％

1,061人
7.1%

4,435人

29.9％

3,974人

26.8％

認定こども園の
1号認定児童を含む

施設利用状況

※１ 住民基本台帳人口 2021年4月1日現在
※２ 認可保育施設 2021年4月1日現在

認可外保育施設 2021年4月1日現在
幼稚園 2021年4月1日現在
なお、住民登録外の児童を除く。

就学前児童の施設利状況（2021年４月１日現在）

幼稚園が施設利用の
３割を占める

幼 稚 園

0～5歳児人口：14,843人（※１） 施設利用者数：11,136人（※２、市内に住民登録のある児童）

2,293

2,661

※認可保育施設には認定こども園（２号・３号）を含む
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●民間施設整備による待機児童の解消

国基準待機児童数（2022年４月１日現在）

202120202016 20182017 2022

施設の整備により
待機児童は０に
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量の確保に注力

転
換
点

受け皿の確保

新設

質の向上へ

ＵＰ
現在

認可外から認可

定員の増

転換点を迎えた保育行政

これまで 今後

持続可能かつ
質の高い保育・
幼児教育を目
指す

保育・幼児教育
ビジョン策定
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郡山市保育・幼児教育ビジョン

基本理念 ： 「子どもの想い」を第一に考えるまち こおりやま

基本方針１をベースとして基本方針2～4を展開

基本方針 1

ビジョン概要

保育・幼児教育の現状と課題

人口減少と少子高齢化
女性の就業率の上昇

特別な配慮を必要と
する児童の増加

保育者の不足

多様なニーズへの対応
特別な支援を要する児童等への対応
保育人材確保と負担軽減
待機児童ゼロの継続

公立保育所老朽化への対応
需要減少を見据えた施設配置
感染症や災害への対応
保育者の資質維持向上

基本方針 2

多様な保育・
幼児教育ニーズへ対
応

特別な支援の必要な児
童・保護者への支援

医療的ケア児への支援
病児保育事業の拡充
延長保育事業の拡充・休
日保育の検討

広域利用の検討

基本方針 3

施設の適正配置に
取り組む

公立保育所の機能強化
必要な保育・幼児教育の
確保

少子化の進行に応じた公
立保育所の適正配置

基本方針 4

非常時(災害・コロナ
感染症等)に強い体制
の構築

非常時の協力体制構築
災害対応にかかわる計画
策定の支援

施設の危機管理体制強化
ニューノーマルへの対応
支援

保育・幼児教育の
質の向上に必要な
基盤を整備

保育者の就労環境改善
保育士・保育所支援セン
ターの機能強化

研修機会の確保
施設や保育者のネット
ワーク構築

バックキャストの視点によ
る就学に向けた支援

全国的な動向
郡山市の課題

子どもの最善の利益 将来を見据えたバックキャスト
SDGs セーフコミュニティ こおりやま広域圏

基本的な視点

基本方針と取り組みの方向性

2021年11月策定

～持続可能かつ質の高い保育・幼児教育を目指します～
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こどもまんなか。こおりやま子本主義！
～子どもを中心とした、「誰一人取り残されないあたたかいまち こおりやま」の実現～

2025･2030

（こども部）

Ⅱ「誰一人取り残さない」ＳＤＧsの基本理念の実現

〇withコロナ婚活支援事業

○結婚新生活支援事業

Ⅴ 若い世代の希望実現を応援

◎子ども若者育成支援推進事業

◎ヤングケアラー啓発事業

Ⅳ インクルーシブ社会の礎づくり

○放課後児童クラブ事業

○医療的ケア児保育支援事業

○保育士・保育所支援センター事業

Ⅰ 年間を通した待機児童解消と多様な保育ニーズへの対応

〇子育て世代包括支援センター事業 〇産後ケア事業

◎多胎児支援事業 ○こども医療費助成事業

Ⅱ 安心して生み育てられる社会の実現

◎民間賃貸住宅の家賃等支援事業

◎公正証書等作成支援事業

Ⅲ 困難な課題を抱える女性への支援

▶▶▶５つの視点から、子ども中心の切れ目のない支援策を拡充

しほん

◎新規事業

②2022年度 こども部 重点施策
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③こども部の施策ピックアップ!!
(1)ヤングケアラー支援に向けた庁内連携会議を立ち上げました！
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保育所等児童カウンセリング事業の実績

公立 民間 幼稚園 認可外

【事業目的】

市内の保育所等に在籍する児童で、集団生活に配慮が必要な児童の保護
者及び保育士の相談に応じることにより児童の健やかな発育を図る。

（施設）

(2)配慮が必要な子ども（施設）への支援の強化

実施希望施設
の増加

●2022年度より「私立幼稚園運営費補助金」
を見直し

【補助内容】
・園割（見直し）
・園児割
・預かり保育加算
・障がい児加算（創設）※

※心身障がい児等を受け入れる幼稚園の負担軽減 のため
「障がい児加算（障がい児等１人につき40,000円）」を創設

（2022年度交付決定実績 126人×40,000円＝5,040,000円）
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(3)子どもの居場所づくりを推進しています！
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（４）ＬＩＮＥによる相談を受け付けています！
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④ベビーファースト運動への参画について

【概要】
「ベビーファースト運動」とは、子育て世代が子どもを産み育てたくなる社会

を実現するための運動です。企業や行政がみんなで赤ちゃんを育んでいく優しい
社会を目指し、公益社団法人日本青年会議所が全国的に展開しています。

【郡山市の活動宣言】

「郡山市は全力で子育て応援中！」
市民の皆様、事業者、郡山市などが一体となり、地域ぐるみで、子どもを産み

育てやすいまちづくりを目指します。郡山市でも、全庁的に子育て応援に取り組
んでまいります。

【郡山市のアクションプラン】
①安心して産み、育てられるまち郡山を実現します。
②子どもの成育段階に応じた子育てを支援します。
③若い世代の希望実現を応援します。

公益社団法人日本青年会議所の「ベビーファースト運動」の

趣旨に賛同し、郡山市は「ベビーファースト運動」へ参画
します。

７月25日
市長記者発表予定
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⑤こども家庭庁について

こども政策の新たな推進体制に関する
基本方針概要

（2021年12月21日閣議決定）
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第30回郡山市新型コロナウイルス感染症対策本部会議から
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児童施設におけるクラスター発生等について
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件数

１ 職員感染・児童施設クラスターの発生件数

（令和４年１月～７月21日）

２ ＰＣＲ検査を実施した回数

（令和４年３月～７月21日）

３ 最大５日間のクラス閉鎖を実施した回数

（令和４年４月１２日～７月２１日）

※クラス内での感染者が直近５日以内に３人程度となった段階で最大５日間のクラス閉鎖を実施
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〇常時換気（可能であれば二方向の窓を10～20cm程度開けるのが目安。また下窓があれば排出促進につ
ながるので下窓優先。）
※常時換気が行えない場合は、30分に１回以上、数分間程度窓を全開にするなどにより換気を行うこと。

〇手洗い、手指や多数の者が触れる部分（机、ドアノブ、おもちゃ等）の消毒などの基本的な感
染防止対策の徹底。

〇各施設での黙食の指導（各家庭でも換気、マスク、黙食を要請）

〇児童の発育状況や活動内容等に応じて、マスク着用の有無を適切に判断。また、送迎をする保
護者へのマスク着用の徹底

〇密集や近距離での活動等を避けるため、活動時間や場所を分散する。各施設での異年齢交流の自粛

〇飲食を伴う場面では、机を向かい合わせにしない、会話を控えるなど、飛沫防止対策を講じる

〇児童や職員の対象管理を徹底し、体調不良の場合は帰宅させる。

〇希望する職員の３回目ワクチン接種の推奨（子どもを感染から守る観点から）

当面の間、クラス内3人の感染者判明で最大５日間のクラス閉鎖をお願いします。
また、感染拡大の傾向がみられる場合は、必要に応じてＰＣＲ検査を実施します。
濃厚接触者の判定の迅速化のため、各保育施設にその判定をお願いしています。

改めて施設における感染対策の徹底をお願いします。
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公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

理 事 長 井田純一郎
設 立 １９８６年５月１日
事業内容 教育、保健・栄養、緊急・人道支援、

防災（災害リスク軽減）、子どもの保
護、子ども参加等の国内外での子ども
支援事業及び啓発事業

今後は、こども家庭庁が旗振り役となり、子どもの意見を聴き、その意見を尊重し、子どもの権利が保障されるために必要な制度構
築や環境整備を行うことが求められる。そのために、次の３点が、早急かつ具体的に議論されることを望む。

2022.6.15 公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンから
「こども家庭庁設置法」「こども基本法」の成立に呼応して声明が発せられました。

１ 意義ある子ども参加の仕組みづくりを

地方自治体や、草の根で子どもたちとともに活動する民間団体との連携
が重要となる。また、制度設計や構築プロセスの時点から、子どもたちと
ともに検討、設計していくことが必要である

２ 十分な予算の確保を

子育てに関連する予算について、対国内総生産（ＧＤＰ）比３％台半ば
を目指すよう求める。

３ あらゆる場で意見表明を当たり前に

子ども自身が自らを権利の主体として認識できるよう子どもの権利教育
を実施するほか、保護者や教職員、子どもとかかわる大人をはじめとした
あらゆる大人が子どもの権利を理解し、子どもに向き合うことが重要であ
る。

～セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン報道資料から抜粋～

セーブ・ザ・チルドレン

子どもの権利のパイオニアとして１００年の歴史
を持つ子供支援専門の国際ＮＧＯ。日本を含む29か
国の独立したメンバーが連携し、約120か国で子ども
支援活動を展開。
すべての子どもにとって、生きる・育つ・守られ

る・参加する「子どもの権利」が実現されている世
界を目指す。

＠セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

この度成立したこども家庭庁設置法、こども基本法では、こどもの意見表明機会・参画の確保、意見の尊重、その最善の利益を優先
して考慮すること（こども基本法第３条及びこども家庭庁設置法第３条）が基本であると明記され、第２０８回国会での議論において
も、子どもの意見を聴き、それを尊重しながら子ども政策を実施するという答弁が繰り返しなされている。また、子どもと、子どもの
意見を受け止める側の大人の両方に子どもの権利を周知・啓発すること（こども基本法第１５条）の重要性も国会の議論で確認されて
いる。

（参考）
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